
  問い合わせ 岐南町 こども安心課 058-247-1344（直通） 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

「こどもを同年代の子と

一緒に遊ばせたい」「子育

てについて相談したい」 

「育児から離れてリフレ

ッシュしたい」 

など理由を問わず利用す

ることができます。 

 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

１時間 ３００円 

 ※世帯･課税状況により減免があります。 

※給食費・おやつ代など別途実費負担が必要な場合もあります。 

実施期間 

利用料 

多機能型地域子ども安心センター 

住  所 岐南町上印食３-１１０  電話番号 058-2４６-３５７５ 

実施日時 平日午前９時～午後３時 

岐南町では、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で支援するため、

月一定時間まで利用できるこども誰でも通園制度を実施しています。 

対象児童 

 ０歳６か月～満３歳のこども 

岐南町に住民票があること 

 保育所・認定こども園等に通っていないこと 

利用可能時間 

こども１人につき月１０時間まで 

  

実 施 施 設 

   

◀ 詳細はこちら 

（岐南町 HP） 



   

 
①利用申請 

 

 

 

②面談・事前登録                         ③利用予約 

 

 

 

 

④利用 

     

     

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定申請書を役

場に提出 

減免申請書の提出 

（生活保護世帯等 

減免対象の方） 

町において要件

及び減免の確認 
認定証発行 

利用園に連絡 

面談日を決定 
親子面談 

健康調査票等 

の提出 

利用料支払い 

利用 

 
※次回利用は 
③利用予約から 

アンケートをお願い 

する場合があります 

利用にあたっては、あらかじめ岐南町へ申請し、利用決定を受ける必要があります。 

役場または実施施設に用意してある認定申請書を、岐南町役場へ提出してください。 

申請後、岐南町で要件の確認を行い、要件を満たしている場合は認定証を発行します。 

認定証が届きましたら、実施施設に連絡し親子面談の日程を調整してください。 

面談時には、アレルギーや発育状況、障害の有無など、こどもの安全確保に関する情報を伝えていただきます。 

実施施設において、安全に受け入れることが困難な場合、ご利用いただけないこともありますのでご了承ください。 

利用時間数に応じた利用料をお支払いください。（支払い方法等は実施施設にお尋ねください） 

 

●利用途中で保育園等に入園した場合や、町外に転出された場合は利用できなくなります。 

 ご利用をやめる場合や変更事項がある場合は、必ず実施施設にお申し出の上、届出書を役

場に提出してください。 

●利用申請をしても、申込状況によっては、利用できない場合があります。 

●利用決定後、利用開始までの間に実施施設において必ず面談を受けてください。 

●無断キャンセルが続く場合には、利用をお断りする場合があります。 

●当日キャンセルした場合、予約した利用時間分が利用可能時間から消費されます。 

 

利用予約 


